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Ⅰ．は じ め に

規制緩和（規制改革）が十分な検証なく進められている。規制緩和こそ善であり規制緩和に

反対するものは守旧派である，という国民の多くに浸透した見方がそれを支えている。本調査・

研究の対象であるタクシー事業でも2002年に本格的な規制緩和（需給調整規制の廃止，価格規

制の緩和）が導入された。政府・規制改革会議はその約２年後に，タクシー事業における規制

緩和の経済効果を2002年度だけで52億円と見積もり一層の規制緩和の必要性を主張してい

る。

だが実態をみると，需要（タクシーの利用）がバブル崩壊以降いっかんして減少し供給過剰

だった状況での規制緩和の導入は，新規参入や既存事業者の増車によるさらなる供給過剰状態

をもたらし，事業者間・運転手間の熾烈な競争を発生させている。今回対象とした個人タクシー

の全道における台数は，図 －1のとおり，15年度には1900台を超えた（北海道運輸局からの

聞き取りによれば16年度末の台数は1917台で前年度より微減）。だが一方の需要は低迷したま

まであり，図 －2のとおり，日車当りの営収は13,455円，実車率は38.19％と過去最低を記

録している（北海道運輸局，平成15年度データ）。

こうした状況下で，車両増加による交通環境の悪化や増加する事故など社会的費用の問題，

さらにタクシー運転手の状態の悪化など，政府の算出した経済効果には反映されていない様々

な問題が関係者から指摘されている。求められるべきは規制緩和万能論でも規制万能論でもな

く，必要な施策を実証的，理論的に検討することである。本稿は，そうした問題意識でこれま

で実施してきた調査・研究の一部であり，具体的には，札幌の個人タクシー運転手（以下，個

人タクシー。表中では個タク）を対象に実施した就業・生活・安全衛生に関する実態調査結果

のまとめである。
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調査の内容・基本的な枠組みは，法人タクシー運転手（以下，法人タクシー。表中では法人）

を対象としたこれまでの調査 とほぼ同じだが，対象が自営業者ゆえにその裁量性と問題点に

ついても検討したい。すなわち前者については法人タクシー＝雇用労働者に比べて個人タク

図Ⅰ－1 全道個人タクシーの車両台数の推移(備考：法人)

出所：北海道運輸局自動車部旅客第二課の資料より作成。

図Ⅰ－2 全道個人タクシーの実働日車当りの収入，実車率(備考：法人)

出所：図 －1に同じ。
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シーの場合，就業面・働き方で裁量性が高いと思われることである。また付け加えれば，個人

タクシーを開業するにはタクシー等の運転経歴が10年以上であることや過去の一定期間に道

交法等の違反歴がないこと，そして一定の開業資金を有していることが資格要件となっている。

これらの条件が個人タクシーと法人タクシーとの間にいかなる相違をもたらしているのか，検

討してみたい 。

次に後者の問題点については，ひとつは，運転労働に従事するものは，高い精神的負担をと

もなう運転作業や，深夜時間帯を含む長時間の変則的な勤務時間制という条件が健康を維持・

改善する上で不利であるがゆえに労働衛生面での改善の必要性が以前から指摘されてきた。だ

が，個人タクシーは自営業者であるため労働法制の適用対象ではない（労働者保護を受けられ

ない）。それゆえ，職業運転手でありながら働き方に雇用労働者のような規制を受けないことに

もなる。もうひとつは社会保険の問題がある。すなわち自営業者である個人タクシーが原則と

して加入する国民健康保険・国民年金は，雇用労働者の政管健保・厚生年金に比べて保険料負

担が重く給付内容・水準が低い。

以上のとおり，不況と規制緩和のもとでの個人タクシーを対象に，法人タクシーと共通する

問題と自営業者ゆえの問題とを明らかにする。

Ⅱ．調査の概要

本調査では，札幌市内の二つの個人タクシー協同組合（札幌個人タクシー協同組合，札都個

人タクシー協会）の協力を得た。まず両組合の理事長から，個人タクシーを中心に業界や運転

手の直面している問題について聞き取りを行った後，組合員を対象に次の調査を行った。

１）質問紙調査

まずは全組合員を対象に質問紙調査を行った。調査票の配布は組合に行ってもらった。回収

は，研究室宛の返信用封筒を用いて組合員から直接回収した。合計で1180部の調査票が配布さ

れ343部の回収があった（回収率は29.1％）。そのうち欠損の多い３部を除く340部を分析の対

象とした。調査票の配布と回収の時期は2004年10～11月である。

調査票の内容は，⑴属性や世帯構造など，⑵職歴や最近の働き方，⑶タクシー事業経営や売

上の状況及び世帯の収支状況など，⑷医療保険及び年金保険の加入状況など，⑸健康状態，通

院状況及び仕事中の事故発生状況，⑹業界に対する要求，である。

不況と規制緩和のもとでのタクシー運転手の状態

１ 拙稿「不況と規制緩和のもとでの，道内タクシー業界の事業経営とタクシー運転手の労働・生活・

安全衛生に関する調査報告」『北海学園大学経済論集』第52巻第１号，2004年６月に，道内の法人

タクシーを対象に2003年度に行った調査の結果をまとめた。

２ 比較検討に際して用いる法人タクシーのデータは，2003年度調査（上記の注釈１）のうち札幌市

内で働く運転手1348人のものである。
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２）聞き取り調査

上記の質問紙調査を実施したところ，20部強の回答に連絡先が記入されていた（但し電話番

号の記載なしも含む）。そのうち連絡をとることができた８人に対して聞き取り調査を行った。

聞き取りの時間は２時間強で，場所は対象者の自宅あるいは研究室である。時期は2005年１

～３月である。

また，彼らに財務諸表の提供と一週間にわたる就業・睡眠に関する記録調査の実施をお願い

したところ，前者は５人から，後者は６人から協力を得ることができた。後者の記録調査では，

①起床時刻，②最初の出庫時刻と③最終の帰庫時刻，④その間の休憩・仮眠時間，⑤就寝時刻，

そして一日の⑥走行距離と⑦売上金額の計７項目を一週間にわたり毎日記録してもらった。

Ⅲ．質問紙調査の結果

では，質問紙調査の結果をみていく。340人全体の結果を中心に検討し，適宜，法人タクシー

との比較を行う。年齢別の分析結果は一覧表にまとめてp138以降に掲載した。同表の左側の各

項目に記載した番号（例【 1－1】）は本文中の図表番号に対応している。

１．年齢と世帯構造

回答者は全員が男性である。表 1－1のとおり年齢は，全体の４割半が50歳代で，60歳以

上だけで全体の３割を占めており，法人タクシーにもまして高い年齢構成である。

世帯構造は「配偶者のみ」（34.7％）と「夫婦と子ども」（36.5％）で全体の７割を占めてお

り，法人タクシーに多かった「一人暮らし」はわずかである（4.4％）。

２．就業

１）タクシーの経験年数

一定の乗務経験のあることが開業の資格要

件であるため，表 2－1のとおり，法人と個

人をあわせたタクシーの乗務経験年数は，法

表Ⅲ 1－1 年齢及び世帯構造

単位：人，％

個タク 法人

334 100.0 1343 100.0

年齢 50歳未満 87 26.0 428 31.9

50歳代 148 44.3 803 59.8

60歳代 68 20.4 111 8.3

70歳以上 31 9.3 1 0.1

平均値 (単位：歳） 55.3 51.2

標準偏差（単位：歳） 8.7 7.5

340 100.0 1343 100.0

世帯構造 一人暮らし 15 4.4 220 16.4

配偶者のみ 118 34.7 307 22.9

配偶者と子ども 124 36.5 502 37.4

配偶者と子どもと親 31 9.1 98 7.3

配偶者と親 13 3.8 50 3.7

親のみ 6 1.8 72 5.4

子どものみ 7 2.1 32 2.4

その他 26 7.6 62 4.6

表Ⅲ 2－1 タクシーの経験年数

単位：人，％

個タク 法人

337 100.0 1337 100.0

20年未満 88 26.1 938 70.2

20年台 127 37.7 281 21.0

30年台 78 23.1 116 8.7

40年以上 44 13.1 2 0.1

平均値 (単位：年) 26.5 13.7

標準偏差（単位：年) 9.5 9.7
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人タクシーに比べても長く，平均で26.5±9.5年（平均値±標準偏差。以下，同様）に及んで

いる。なお個人タクシーだけに限定した経験年数は平均で10.0±9.3年で，40歳代では3.3±

2.4年と短い（一覧表p138下段を参照）。

２）最近の働き方

本調査では，最近の働き方について，「もっともよくあるパターン」で回答してもらった。

まず出庫・帰庫時刻だが，表 2－2のとおり，バラつきがある。40,50歳代では昼過ぎから

の出庫が2,3割を占め，24時を超えた帰庫は半数を超える。聞き取りによれば，法人タクシー

と比べた際の個人タクシーのメリットは出庫・帰庫時刻や走行距離など働き方を自分の裁量で

決められることだというが，個々の裁量の反映した結果といえよう。

もっとも，その裁量も後でみるような低い売上という条件に規定されるため，就業時間（休

憩は除く）そのものは短くない。全体の平均値は11.0±1.8時間で（表 2－3），40,50歳代で

は11時間を超え，60,70歳代でも９,10時間台に及んでいる。

また，法人タクシーに多い隔日勤務従事者の場合，勤務の翌日は明け番であるのに対して，

個人タクシーの場合，基本的に上記のような長時間の就業が毎日繰り返されることになる（但

し，後述のとおり裁量で曜日・売上状況によって一日の就業時間に長短はある）。すなわち，全

体の約半数が４,５日の休みしかとっていない（表 2－4）。40歳代では３日以下の休日が全体

の20％強を占めている。

裁量性は高いとはいえ就業時間は長いというこうした傾向は，最近の自分の働き方にみられ

る特徴（問題状況）についてまとめた表 2－5でも確認できる。

同表のとおり，競争が激しくなる中で，相対的に若い年齢層を中心に「自発的な」労働時間

の延長がみられる。すなわち①長時間就業は46.5％（50歳未満では65.5％），②短い休憩時間

での就業34.1％（同46.0％），⑥休日の不足17.6％（同26.4％）等々である。そういう中でま

た，③体調が悪いまま就業を開始したり（35.6％），④仕事中の体調不良や⑤売上をあげようと

表Ⅲ 2－2 出庫・帰庫時刻

単位：人，％

340 100.0

８時前 60 17.6

８～10時前 156 45.9出
庫
時
刻

10～12時前 50 14.7

12～16時前 49 14.4

16時以降 25 7.4

340 100.0

20時前 63 18.5

20～22時前 93 27.4帰
庫
時
刻

22～24時前 57 16.8

24～26時前 70 20.6

26時以降 57 16.8

表Ⅲ 2－3 就業時間（休憩は除く)

単位：人，％

339 100.0

９時間未満 29 8.6

９時間台 39 11.5

10時間台 84 24.8

11時間台 50 14.7

12時間台 66 19.5

13時間台 47 13.9

14時間以上 24 7.1

平均値 (単位：時間) 11.0

標準偏差(単位：時間) 1.8

表Ⅲ 2－4 一ヶ月の休日日数

単位：人，％

337 100.0

０，１日 9 2.7

２，３日 40 11.9

４，５日 160 47.5

６，７日 75 22.3

８日以上 53 15.7

４日未満（再掲) 14.5
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する焦り（各29.7％）も確認される。

だが，法人タクシーに比べると，⑤売り上げに追われた焦りは（50歳未満では40％強と高い

がその他の年齢層では）少ない。また，⑦危険運転行為や⑧違反場所での客待ちなども法人タ

クシーに比べると相対的に低い（但し⑧は60歳代では同程度）。法人タクシーの場合には売上

が一定額に達しなければ給与面で不利益を被る足切り制度やオール歩合給など賃金体系上のプ

レッシャーが存在すること及び管理職からの叱責という直接的なプレッシャーが存在するこ

と，あるいは逆に自営業者の場合には事故発生のリスクが高いことによる安全意識の高さなど

が反映された結果と推測される（聞き取り調査の結果を参照）。

もちろん，個人タクシーの裁量性の高さを強調するのには慎重であるべきであり，40歳代を

中心に就業中の休憩の不足，睡眠時間（夜眠）の短いことや睡眠に関する悩みが相対的に多い

などの問題点がみられることは付け加えておく（一覧表p138,139を参照）。

３．売上状況，世帯の収支，医療保険の負担など

事業経営の状況については，まず五区分で経営状況を尋ねたところ，「悪い」に全体の５割が

集中していた。次に，２年前（平成13年）の売上を100とした場合の15年の売上を尋ねたと

ころ，平均で25％の減収が確認された（以上，一覧表p139下段を参照）。ではもう少し具体的

な数値でみていこう。

表Ⅲ 2－5 最近の自分の働き方にみられる特徴（問題状況)

単位：人，％

全体 法人

50歳代 全体 50歳代

340 100.0 148 100.0 1348 100.0 803 100.0

①つい無理をして長い時間

働いてしまう
158 46.5 76 51.4 577 42.8 341 42.5

②休憩時間を十分にとらず

に働いてしまう
116 34.1 57 38.5 707 52.4 426 53.1

③体調が悪いまま仕事に就

くことがある
121 35.6 61 41.2 480 35.6 272 33.9

④仕事中，睡眠不足や体調

の悪いのを感じる
101 29.7 53 35.8 508 37.7 283 35.2

⑤運転中，売上をあげよう

と焦る
101 29.7 41 27.7 718 53.3 441 54.9

⑥休日を十分にとらずに働

いている
60 17.6 30 20.3 306 22.7 173 21.5

⑦速度超過や危険箇所での

Ｕターンなど危険運転を

行ってしまうことがある

53 15.6 24 16.2 572 42.4 335 41.7

⑧違反場所での客待ちを

行ってしまうことがある
107 31.5 47 31.8 608 45.1 358 44.6

注：法人を対象にした調査では選択肢の次の点が異なる。すなわち，「①所定の拘束時間を大きく

超えて働いている」「②所定の休憩時間よりも短い休憩しかとらない」「⑥公休出勤をほとんど

毎月行っている」。
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１）売上高及び所得

個人タクシーの場合，年間の売上高から，諸経費（本調査では「車両ローン・燃料費・諸税・

社会保険など」と調査票に記述）を除いた値が本人の所得になる。それぞれの数値は次のとお

りである。

まず平成15年の年間総売上高（表 3－1）は417万円で，札幌市の法人タクシーの年収（税

込み）である311万円（拙稿『調査報告』）よりも約100万円高かった。しかしここから諸経費

（213万円）を除くと，表 3－3のとおり所得は205万円にまで落ち込む（いずれも平均値)。

売上が最も高い40歳代でもその金額は449万円で，所得は233万円である。なお諸経費の規模

や内容については「 ．聞き取り調査の結果」で検討する。

２）生活費

こうした収入の低さをカバーしているひとつが，世帯員の就業収入である。すなわち，回答

者全体では６割が，40,50歳代では全体の７割が，世帯に本人以外の就業者がいると回答してい

る。また，高齢者の場合には年金も収入源の一つとなっており60歳以上ではほぼ全員が年金を

受給している。さらに世帯員の年金も60歳代では46.0％，70歳以上では74.1％に達している

（以上，一覧表p139を参照）。

とはいえ，生活は楽ではない（表 3－4，表 3－5）。全体でみても，世帯の収支は赤字が

合計で半数に達しており，生活意識のDIは 70に達している。とりわけ，就学中の子どもを抱

えた相対的に若い層ではその傾向が強く，例えば全体の７割弱が就学中の子どもを抱えている

40歳代では，世帯収支が「毎月赤字」は全体の３割を占め，生活が「大変苦しい」という訴え

も46.3％に達している。

もっとも，これを法人タクシーと比較すると，逆に，法人の厳しさがより明瞭になる。すな

３ 雇用労働者と異なり自営業者の場合，売上の規模や諸経費の内容の把握が困難であることを割り

引いて考える必要はあるが，同じ年齢層の雇用労働者と比べても収入水準の低いことは明らかであ

る。例えば厚労省『賃金構造基本統計調査』で算出すると40,50歳代の男性労働者の年収は600万

円を超えている。

表Ⅲ 3－3 同，所得

単位：人，％

271 100.0

100万円未満 38 14.0

100万円台 68 25.1

200万円台 118 43.5

300万円台 36 13.3

400万円以上 11 4.1

平均値 (単位：万円) 205

標準偏差(単位：万円) 104

表Ⅲ 3－2 同，諸経費

単位：人，％

270 100.0

100万円未満 20 7.4

100万円台 103 38.1

200万円台 103 38.1

300万円台 30 11.1

400万円以上 14 5.2

平均値 (単位：万円) 213

標準偏差(単位：万円) 100

表Ⅲ3－1 平成15年の年間売上高

単位：人，％

282 100.0

300万円未満 29 10.3

300万円台 87 30.9

400万円台 107 37.9

500万円台 37 13.1

600万円以上 22 7.8

平均値 (単位：万円) 417

標準偏差(単位：万円) 124

117

不況と規制緩和のもとでのタクシー運転手の状態



わち「赤字」・「苦しい」の値はいずれの年齢層でも法人でよ
﹅
り
﹅
高いのである（図 3－1）。

実際の手取り の水準が法人よりも個人タクシーで高いこと以外にこの理由として考えられ

るのは，個人タクシーの場合，一定の資金を有することが開業の要件の一つであるため貯蓄な

どが法人タクシーに比べて多いこと（但し表 3－6上段のとおり，法人では「分からない」の

ウェイトが高いので詳細は不明），また，ローンをまだ支払い終えていないとはいえ，個人タク

シーでは持ち家の比率が高いこと（同表下段）などの生活の相対的な安定さがあげられる。

表Ⅲ 3－5 生活意識

単位：人，％

328 100.0

大変苦しい 110 33.5
やや苦しい 131 39.9
普通 76 23.2
ややゆとりがある 10 3.0
大変ゆとりがある 1 0.3

DI（苦しい計－ゆとりある計) 70.1

表Ⅲ 3－4 毎月の収支状況

単位：人，％

332 100.0

毎月赤字 69 20.8
赤字の月のほうが多い 111 33.4
毎月，収支がほぼ同じ（収支トントン) 131 39.5
黒字の月のほうが多い 12 3.6
毎月黒字 6 1.8
分からない 3 0.9

(再掲）赤字計 54.2

図Ⅲ 3－1 世帯収支及び生活意識（法人との比較)

４ 一覧表p140下段には「世帯全体での毎月の総所得・手取り収入の金額」を記載しているが，売上

そのものがまざっている可能性もある（いったんは売上全てが「手取り」になる）ので，参考デー

タにとどめられたい。
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３）医療保険

最後に，冒頭で述べた社会保険の問題のうち，医療保険負担の高さをみる。また，あわせて

税負担の高さについてもみておこう。

保険料の滞納がまずみられる（表 3－7）。全体では20％が，40歳代に限ると30％強が，さ

いきん保険料の滞納があると回答している。そのため

保険証が短期保険証のものも少なくない（40歳代に限

ると14％）。なお表 3－8のとおり，年間の保険料は

全体では25万円

弱で，保険料の負

担が「非常に厳し

い」ものは50％弱

に達している（40

歳代では60％）。

ところで，「自営

業者は社会保険料

の負担が高い」と

表Ⅲ 3－6 住宅状況及び世帯の貯蓄現在高

単位：人，％

全体 法人

50歳代 50歳代

331 100.0 145 100.0 766 100.0

世帯の貯蓄

現在高

分からない 29 8.8 9 6.2 192 25.1

なし 81 24.5 41 28.3 213 27.8

100万円未満 67 20.2 30 20.7 142 18.5

100～300万円未満 55 16.6 31 21.4 85 11.1

300～500万円未満 29 8.8 11 7.6 66 8.6

500万円以上 70 21.1 23 15.9 68 8.9

(再掲） 300万円未満 61.3 70.3 57.4

338 100.0 148 100.0 801 100.0

住居種類 持ち家 285 84.3 123 83.1 434 54.2

民間賃貸住宅 40 11.8 18 12.2 216 27.0

公営住宅 8 2.4 4 2.7 89 11.1

公団住宅 2 0.6 2 1.4 19 2.4

その他 3 0.9 1 0.7 43 5.4

326 100.0 147 100.0 792 100.0

住居費負担

の有無

ない 85 26.1 32 21.8 189 23.9

ある 241 73.9 115 78.2 603 76.1

240 100.0 114 100.0 592 100.0

毎月の

住居費

2.5万円未満 7 2.9 3 2.6 38 6.4

2.5～5.0万円未満 39 16.3 25 21.9 190 32.1

5.0～7.5万円未満 94 39.2 43 37.7 253 42.7

7.5～10.0万円未満 48 20.0 24 21.1 65 11.0

10.0万円以上 52 21.7 19 16.7 46 7.8

平均値 (単位：万円) 7.2 6.7 5.6

標準偏差（単位：万円) 3.1 2.6 2.5

表Ⅲ 3－7 医療保険料の滞納状況及

び保険証の種類

単位：人，％

327 100.0

医療保険料の ある 67 20.5

滞納の有無 ない 260 79.5

318 100.0

保険証の種類 正規保険証 285 89.6

短期保険証 25 7.9

資格証明書 1 0.3

その他 7 2.2

表Ⅲ 3－8 年間保険料及び負担感

単位：人，％

303 100.0

年間医療 10万円未満 37 12.2

保険料 10～20万円未満 86 28.4

20～30万円未満 80 26.4

30～40万円未満 51 16.8

40～50万円未満 22 7.3

50万円以上 27 8.9

平均値 (単位：万円) 24.5

標準偏差(単位：万円) 15.4

311 100.0

医療保険料 非常に厳しい 147 47.3

の負担感 まあ厳しい 135 43.4

あまり厳しくない 29 9.3
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いうのは，政管健保・厚生年金加入の雇用労働者と比較した場合 だけでなく，国保・国民年金

加入の雇用労働者と比較した場合にもいえることである。後者について札幌市に住むケースで

試算したものがあるのでみてみよう（表 3－9）。

この試算では，（ア）本人50歳，配偶者パート，子ども２人（うち18歳が１人），（イ）本人

40歳，配偶者・事業専従者，子ども２人，（ウ）本人60歳，配偶者・事業専従者という三類型

（いずれも自営業者世帯）と，（エ）本人40歳，配偶者，子ども２人という雇用労働者世帯が

想定されている。諸税・各種保険料及び各種控除額など細かな算出方法については表中に記載

しているとおりで，最終的な税金・保険料の負担率（表の最下段）は，順に23.9％，27.7％，

32.4％，21.2％となり，例えば収入（営業収入／給与収入）と世帯構造が同一にもかかわらず

（イ）世帯と（エ）世帯の差は6.5ポイントにもなる。

４．疲労，持病状況及び健康管理など

冒頭で述べたとおり運転労働者の労働衛生の改善の必要性は以前から指摘されてきたが，関

連する規制は長い就業時間・短い生活時間の現状を追認する水準にしかなく，この問題の解決

は基本的には先送りされてきた。拙稿（注釈１）では，旧労働省『労働者健康状況調査』のデー

タを用いて，タクシー運転手の疲労の程度や有病率が他産業（全産業）の労働者に比べて高い

ことをすでに明らかにしたが，自営業者である個人タクシーの健康状態はどうか。拙稿で行っ

たように全産業労働者（以下，「労働者計」）との比較を行うのとあわせて，法人タクシーとの

比較も行ってみる。両者の有意差の検定はχ 検定（５％水準）で行った。

１）疲労及び疲労の回復状況

まず普段の仕事による身体疲労と神経疲労の程度は（表 4－1，表 4－2），「とても疲れる」

がそれぞれ全体の５分の１，４分の１を占めている。

次に疲労の回復状況は（表 4－3），疲労の回復が十分でないもの，すなわち前日の疲労を「い

つも持ちこしている」と「持ちこすことがよくある」をあわせたもの（以下，疲労高蓄積群）

は４分の１を占める。

ではこれらを年齢別に労働者計と比較するとどうか。表 4－4のとおり，どの年齢層でも労

働者計よりも比率は高く，かつ，一箇所を除く全てで統計的に有意な差がみられる。ところが，

次に法人タクシーと比較すると，40歳代の身体疲労と疲労の回復状況を除き，比率は逆に法人

タクシーで高い。そのうち，50歳代での疲労（身体・神経ともに）では統計的に有意な差も確

認された。個人タクシーの働き方に関する裁量の高さ，言い換えれば，法人タクシーでの拘束

力や作業負担の高さが示唆される結果といえよう。

５ 政管健保の保険料は標準報酬月額の1000分の82（94.5），同じく厚生年金の保険料は1000分の

142.8で，いずれも事業主との折半である。
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表Ⅲ 3－9 自営業者世帯と雇用労働者世帯の諸税及び社会保険料の試算（札幌市)

自営業者 雇用労働者

（ア）本人50歳，配偶者（パート），

子ども２人（うち18歳１人）

（イ）本 人40

歳，配偶者（事

業専従），子ど

も２人

（ウ）本 人60

歳，配偶者（事

業専従）

（エ）本 人40

歳，配偶者，子

ども２人

大
分
類

小分類 計算方法 営業収入
妻パート給与

収入100万円
営業収入 営業収入 給与収入

売り上げ 6,250,000 5,000,000 3,200,000

経費 1,250,000 1,000,000 700,000

営業収入・給与収入 5,000,000 1,000,000 4,000,000 2,500,000 4,000,000所
得 給与所得控除 650,000 1,340,000

白色専従者控除 860,000 860,000

所得 5,000,000 350,000 3,140,000 1,640,000 2,660,000

社会保険料控除 推定で 500,000 500,000 300,000 400,000

生命保険料控除 限度額 35,000円 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

損害保険料控除 限度額 2,000円 2,000 2,000 2,000 2,000

基礎控除 330,000円 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000

配偶者控除 330,000円 330,000 330,000

住
民
税
の
控
除

配偶者特別控除 計算表で

扶養控除（一般） 330,000円 330,000 660,000 660,000

特定扶養控除 450,000円 450,000

控除計 1,977,000 365,000 1,527,000 667,000 1,757,000

課税所得 3,023,000 0 1,613,000 973,000 903,000

札
幌
市
の
住
民
税
・
国
民
健
康
保
険
料
の
計
算

道民税所得割 課税所得×２％ 60,460 0 32,260 19,460 18,060

市民税所得割 課税所得×３％又は８％ 148,560 0 48,390 29,190 27,090

定率減税 所得割額×15％限度４万 31,353 12,098 7,298 6,773
住
民
税

道民税均等割り 3,000円 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

市民税均等割り 1,000円 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

住民税計 181,667 4,000 72,553 45,353 42,378

住民税計 185,667 72,553 45,353 42,378

所得割 住民税額×4.6 854,068 333,742 208,622 194,937

平等割 23,880円 23,880 23,880 23,880 23,880国
保
料 均等割り 37,780円×加入者数 151,120 151,120 75,560 151,120

国民健康保険料 最高限度53万円 530,000 508,742 308,062 369,937

所得割 住民税額×0.94 174,527 68,199 42,631 39,835

平等割 4,350円 4,350 4,350 4,350 4,350
介
護
保
険

均等割り 8,690円×加入者 17,380 17,380 17,380 17,380

介護保険料 最高限度８万円 80,000 80,000 64,361 61,565

国保・介護保険料合計 610,000 588,742 372,423 431,501

所得（前掲） 5,000,000 350,000 3,140,000 1,640,000 2,660,000

社会保険料控除 推定で 500,000 500,000 300,000 400,000

生命保険料控除 限度額50,000円 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

損害保険料控除 限度額3,000円 3,000 3,000 3,000 3,000

基礎控除 380,000円 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
所
得
税
の
控
除

配偶者控除 380,000円 380,000 380,000

配偶者特別控除 計算表で

所
得
税
の
計
算

扶養控除（一般） 380,000円 380,000 760,000 760,000

特定扶養控除 630,000円 630,000

控除計 2,323,000 430,000 1,693,000 733,000 1,973,000

課税所得 2,677,000 0 1,447,000 907,000 687,000

税額 課税所得×10％ 267,700 144,700 90,700 68,700税
額 定率減税 税額×20％限度25万円 53,540 0 28,940 18,140 13,740

所得税額 214,160 0 115,760 72,560 54,960

所得（前掲） 5,000,000 350,000 3,140,000 1,640,000 2,660,000

控除 290万円 2,900,000 2,900,000 2,900,000
事業税の計算 事

業
税

課税所得 2,100,000 240,000 0

事業税額 課税所得×５％ 105,000 12,000 0

国民年金保

険料の計算
国民年金保険料 年額159,600円 159,600 159,600 319,200 319,200 319,200

所得税 214,160 0 115,760 72,560 54,960

事業税 105,000 0 12,000 0 0

住民税 185,667 72,553 45,353 42,378
税
金
保
険
料

税金・保険

料の合計と

収入に対す

る負担率

国保・介護保険料 610,000 588,742 372,423 431,501

国民年金保険料 159,600 159,600 319,200 319,200 319,200

税金・保険料の合計 1,434,027 1,108,254 809,535 848,039

負担率 税金・保険料計÷収入 23.9％ 27.7％ 32.4％ 21.2％

注：課税所得は1000円未満切捨てで，税額は100円単位だが，計算の都合上円単位までとした。

資料：北商連事務局長 作成。
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２）持病の状況

続いて持病（「医師から診断されたもの」）の状況はどうか（表 4－5）。

全体の状況をみると，過労死の基礎疾患である（イ）高血圧が５分の１強を占めており，か

つ，高血圧の促進因子である（セ）高脂血症が15.9％，（キ）糖尿病が12.0％を占めている。

次に，運転席上での拘束された姿勢の保持・外界からの連続した情報収集作業・高い精神的

表Ⅲ 4－1 身体疲労

単位：人，％

326 100.0

とても疲れる 71 21.8

やや疲れる 187 57.4

あまり疲れない 60 18.4

まったく疲れない 4 1.2

どちらともいえない 4 1.2

表Ⅲ 4－2 神経疲労

単位：人，％

326 100.0

とても疲れる 80 24.5

やや疲れる 188 57.7

あまり疲れない 53 16.3

まったく疲れない 3 0.9

どちらともいえない 2 0.6

表Ⅲ 4－3 疲労の回復状況

単位：人，％

329 100.0

１晩睡眠をとればだいた

い疲労は回復する

119 36.2

翌朝に前日の疲労を持ち

こすことがときどきある

124 37.7

翌朝に前日の疲労を持ち

こすことがよくある

56 17.0

翌朝に前日の疲労をいつ

も持ちこしている

30 9.1

(再掲）疲労高蓄積群 26.1

表Ⅲ 4－4 年齢別に比較した疲労及び疲労の回復状況

単位：％

40歳代 50歳代 60歳以上

個タク 労働者計 法人 個タク 労働者計 法人 個タク 労働者計 法人

身体疲労 とても疲れる 36.7 13.3＊ 33.9 19.3 9.3＊ 29.3＊ 13.6 2.5＊ 22.1

やや疲れる 57.0 61.3 57.6 60.0 53.7 59.4 56.1 45.9 59.5

あまり疲れない 5.1 20.8 6.9 18.6 31.5 8.6 27.3 34.0 10.8

まったく疲れない 1.1 0.2 0.7 1.3 0.3 3.0 6.5 2.1

どちらともいえない 1.3 3.5 1.3 1.4 4.2 2.4 11.0 5.6

神経疲労 とても疲れる 32.9 19.1＊ 37.0 26.4 14.9＊ 37.7＊ 18.2 4.5＊ 28.2

やや疲れる 60.8 59.3 58.3 57.9 54.0 53.0 53.0 53.8 56.9

あまり疲れない 6.3 18.4 3.9 14.3 27.2 7.3 27.3 25.1 10.6

まったく疲れない 1.3 0.2 0.7 0.6 0.1 1.5 4.5 1.6

どちらともいえない 2.0 0.7 0.7 3.2 1.9 12.0 2.7

疲労の

回復状況

１晩睡眠をとればだいた

い疲労は回復する

22.8 39.3 35.3 36.4 47.1 40.6 41.8 57.2 55.3

翌朝に前日の疲労を持ち

こすことがときどきある

34.2 45.7 34.2 41.3 36.7 35.4 38.8 35.7 23.2

翌朝に前日の疲労を持ち

こすことがよくある

22.8 10.5 20.2 17.5 12.9 17.9 13.4 5.0 15.3

翌朝に前日の疲労をいつ

も持ちこしている

20.3 4.5＊ 10.3＊ 4.9 3.3 6.1 6.0 2.2＊ 6.3

(再掲）疲労高蓄積群 43.0 15.0＊ 30.6＊ 22.4 16.2＊ 24.0 19.4 7.2＊ 21.6

＊ｐ＜0.05

注１：本調査回答者（個タク運転手）と，労働者計及び法人タクシー運転手との差の正規分布検定を行った。

注２：労働者計のデータは『平成９年労働者健康状況調査』より，法人タクシーのデータは前掲・拙稿

より（全道の運転手のデータ）。

注３：個タク及び法人の「60歳以上」は「60歳代」に限定。
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負担をともなうことなど運転作業特性との関連性が強

いと思われる疾病，すなわち（シ）腰痛（26.3％），（タ）

老眼（26.6％）と（ソ）眼精疲労（13.8％），そして（ア）

胃腸病（15.9％）の比率が高い。また歯周病も15.0％

に達している。

ではこれを年齢別に労働者計と比較してみよう（表

4－6）。人数の多い50歳代を中心にみると，上記で

あげた持病のほか，（カ）心臓病，（ク）ぜん息の比率

が労働者計の倍近いあるいは倍以上の高さである。

次に法人タクシーと比較してみよう。こちらもやは

り50歳代について比較すると，（ア）胃腸病，（シ）腰

痛に加えて，（ソ）（タ）目に関する疾病など運転作業

に関する疾病が高く，統計的にも有意な差がみられた。

個人タクシーは，法人タクシーと同じ年齢層であって

も乗務経験年数が長い，というのが理由のひとつとし

て考えられる。表は示していないが，同じ50歳代の個

人タクシーでも，経験年数が「20年未満」の者（28人）では「胃腸病」「腰痛」の比率が17.9％，

21.4％であるのに対して，「30年台」の者（36人）ではそれぞれ27.8％，30.6％と高かった（但

表Ⅲ 4－5 持病状況

単位：人，％

334 100.0

(ア)胃腸病 53 15.9

(イ)高血圧 75 22.5

(ウ)神経痛・リウマチ 7 2.1

(エ)肝臓病 28 8.4

(オ)腎臓病 6 1.8

(カ)心臓病 21 6.3

(キ)糖尿病 40 12.0

(ク)ぜん息 13 3.9

(ケ)歯周病(歯槽膿漏等) 50 15.0

(コ)神経症(ノイローゼ) 2 0.6

(サ)頸肩腕症候群 4 1.2

(シ)腰痛 88 26.3

(ス)痛風 14 4.2

(セ)高脂血症(高コレス

テロール血症等)

53 15.9

(ソ)眼精疲労 46 13.8

(タ)老眼 89 26.6

(チ)その他 21 6.3

表Ⅲ 4－6 年齢別に比較した持病の状況

単位：％

40歳代 50歳代 60歳以上

個タク 労働者計 法人 個タク 労働者計 法人 個タク 労働者計 法人

(ア)胃腸病 7.5 8.9 8.4 23.1 9.3＊ 12.7＊ 16.2 8.0＊ 14.7

(イ)高血圧 8.8 7.3 13.2 25.9 16.1＊ 24.4 30.9 34.1 31.0

(ウ)神経痛・リウマチ 1.3 0.5 1.5 1.4 0.5 1.1 2.9 1.4 1.0

(エ)肝臓病 10.0 3.6＊ 9.7 8.4 6.2 9.2 10.3 7.0 9.1

(オ)腎臓病 1.3 0.8 0.7 1.4 1.6 1.6 4.4 7.3 1.5

(カ)心臓病 3.8 1.0＊ 2.6 5.6 2.7＊ 4.5 7.4 4.9 10.2

(キ)糖尿病 6.3 3.2 7.5 13.3 8.1＊ 13.0 10.3 10.3 16.8

(ク)ぜん息 5.0 0.6＊ 2.9 4.9 1.4＊ 2.4 1.5 0.8 0.5

(ケ)歯周病(歯槽膿漏等) 13.8 3.6＊ 4.4＊ 17.5 8.6＊ 6.4＊ 16.2 2.8＊ 6.6＊

(コ)神経症(ノイローゼ) 1.3 0.9 0.0 0.2 0.8 1.5

(サ)頸肩腕症候群 0.0 0.3 1.1 1.4 1.1 1.2 1.5 0.4

(シ)腰痛 28.8 11.5＊ 16.6＊ 30.1 12.2＊ 18.3＊ 20.6 21.0 17.8

(ス)痛風 2.5 2.3 2.6 5.6 3.4 2.6＊ 4.4 3.1 4.6

(セ)高脂血症(高コレス
テロール血症等)

16.3 14.8 16.8 20.3 11.8 19.3

(ソ)眼精疲労 21.3 6.0＊ 14.0 7.3＊ 10.3 5.1

(タ)老眼 12.5 6.6＊ 28.0 17.8＊ 38.2 23.4＊

＊p＜0.05

注１～３：表 4－4に同じ。

注４：(セ)～(タ）は本調査及び法人タクシー調査のみ。
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し統計的な有意差はみられない）。

３）健康診断の状況

疲労の蓄積，高い有病率という法人タクシーにも共通するこれらの問題に加えて，個人タク

シー（自営業者）の場合，健診受診の機会をめぐる問題がある。すなわち法人タクシーの場合

は年に１回（深夜時間帯の業務に従事する場合は２回）の定期健診の受診が労働安全衛生法で

義務付けられているのに対して，個人タクシーでは，開業時と事業許可の更新時をのぞいてそ

うした義務はない。

そのため，まずは健診の受診状況が悪いという問題がある（表 4－7）。高齢の層でやや改善

されるとはいえ，毎年受診しているのは全体で６割にとどまる。

こうした受診状況の悪さには，表 4－8のとおり，自らの健康に対する意識の低さや過信も

みられる一方で，仕事が忙しかったり費用負担が高いという意識あるいは仮に病気がみつかっ

ても仕事を休めば収入がゼロになるなどの要因が反映している（「仕事が忙しい」というのは50

歳代では33.9％）。

さて次に，最後に受けた健診での総合診断結果をみると（受診状況の悪さゆえにその精度は

検討が必要だが），精密検査や治療が必要とされている運転手（以下，要精密検査・治療群）も，

法人タクシーと同様に少なくない（表 4－9）。なお健診を毎年受診している者＝診断結果が正

確と推測される者に対象を限ると，同群の規模はさらに大

きくなる（全体では33.7％，50歳代では42.5％）が，体調

が不良であるために健診を毎年受けているという因果関係

も考えられる。

表Ⅲ 4－9 診断結果及びその後の検査・治療状況

単位：人，％

全体 法人

50歳代 50歳代
332 100.0 142 100.0 713 100.0

総合 異常なし 169 50.9 67 47.2 254 35.6
診断 経過観察 77 23.2 34 23.9 229 32.1

要精密検査 42 12.7 20 14.1 80 11.2
要治療 44 13.3 21 14.8 144 20.2
不明 6 0.8

(再掲)要精
密＋要治療

25.9 28.9 31.4

84 100.0 41 100.0 176 100.0

検査・ 受けなかった 25 29.8 11 26.8 72 40.9

治療状
況

受けたが途
中で中断

7 8.3 3 7.3 14 8.0

最後まで受
けた・現在
治療中

52 61.9 27 65.9 90 51.1

表Ⅲ 4－8 健診を毎年受診しない

理由（複数回答可）

単位：人，％

117 100.0

仕事が忙しい 28 23.9

面倒くさい 37 31.6

費用が負担である 24 20.5

病気が見つかるのが

不安

14 12.0

病気が見つかっても

仕事は休めない

17 14.5

健康・体力に自信が

ある

17 14.5

その他 9 7.7

表Ⅲ 4－7 健診受診状況

単位：人，％

332 100.0

毎年受けている 207 62.3

受けたり受けなかったり 79 23.8

受けない年が多い 31 9.3

全く受けていない 15 4.5
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そして，その後の検査・治療の状況もよくはない（同表下段）。すなわち「最後まで受けた・

現在治療中」というものは同群全体では60％強にとどまる。しかしながら法人タクシーと比べ

ると，その状況はよい。就業日や休日を裁量で決められることが理由の一つとしては考えられ

よう。

５．要求

最後に，個人タクシーの要求を法人タクシーと比較しながらみていこう。選択肢の文言が若

干異なる（表中の注に記載のとおり）が大きな影響はないと思われる。表 5－1の左側が複数

表Ⅲ 5－1 要求

単位：人，％

複数回答可 うち３つ以内

個タク 法人 個タク 法人

339 100.0 1319 100.0 311 100.0 1055 100.0

①地域のタクシー台数を需要に応じた適正な
数にする

326 96.2 1127 85.4 285 91.6 806 76.4

②乗務員の収入・就業時間など就業条件の改
善

189 55.8 1069 81.0 64 20.6 678 64.3

③運輸行政・労働行政によるタクシー会社（法
人・個人）への監査体制の強化

114 33.6 568 43.1 28 9.0 160 15.2

④運送事業法・労基法等への違反を繰り返す
タクシー会社に対する，事業停止処分も含
めた厳しい行政処分

203 59.9 618 46.9 93 29.9 167 15.8

⑤乗務員に対する運転教育・訓練の充実 161 47.5 432 32.8 25 8.0 66 6.3

⑥タクシー乗務員になる際の，二種免許以外
での，公的な資格制度（運転技術・マナー・
地理等）の導入

159 46.9 414 31.4 40 12.9 93 8.8

⑦地域における，交通弱者などのタクシー需
要や利用ニーズの把握・実態調査

109 32.2 406 30.8 10 3.2 34 3.2

⑧交通弱者などタクシー利用者への公的な支
援・補助の拡充

115 33.9 451 34.2 9 2.9 47 4.5

⑨違法駐車の取り締まり 221 65.2 831 63.0 119 38.3 346 32.8

⑩市内中心部への自家用車の乗り入れ制限・
自家用自動車の総量規制

223 65.8 752 57.0 91 29.3 207 19.6

マイカー中心から，タクシーを含む公共交
通機関充実への転換を促進する各種の施策

202 59.6 651 49.4 58 18.6 137 13.0

地域住民・利用者，労使，行政など関係者
による実効性のある地域協議会の設置と定
期的な懇談

92 27.1 235 17.8 7 2.3 15 1.4

福祉車両の導入時の助成 51 15.0 265 20.1 5 1.6 20 1.9

タクシー乗務員がヘルパー資格を取得する
機会の拡充や助成の導入

91 26.8 399 30.3 11 3.5 47 4.5

その他 22 6.5 21 1.6 9 2.9 8 0.8

とくになし 2 0.6 37 2.8

注：①③④⑦～ は全く同一の選択肢を使用。その他の選択肢では次のとおり若干異なる単語を使用。すなわ

ち⑤⑥ は「乗務員」でなく「運転手」。②は加えて，「収入」でなく「賃金」，「就業」でなく「労働」を使用。
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回答可の回答で，右側がそのうち３つ以内で選択してもらったものである。ここでは後者をみ

てみよう。

まずほとんどのものが選択しているのが①タクシー台数の適正化で，法人タクシーよりも多

い（91.6％）。逆に少ないのは，法人タクシーでは二番目に多い②就業条件の改善である

（20.6％）。いわゆる労使関係というものが自営業者には存在しないため，雇用労働者のように

交渉を通じての直接的な実現は想定されていないことを示しているのか。代わって多いのが，

⑨違法駐車の取締りや⑩自家用車の総量規制， 公共交通の充実などモータリゼーションの転

換に関わる要求で，これらは法人タクシーよりも多い。高齢化が進み，なおかつモータリゼー

ションの弊害が深刻化する中で，公共交通機関の充実という回路を通じての就業条件の改善が

求められているといえよう。なお④違法行為への厳しい行政処分を求める回答も法人タクシー

の２倍の高さである。

Ⅳ．聞き取り調査の結果

では８人からの聞き取り調査の結果と，５人から提供された財務諸表及び６人の就業・睡

眠に関する記録調査の結果から個人タクシーの就業や生活の実態についてみていこう。個人が

特定されることを避けるため，年齢やタクシー経験年数は概数で示すなどの処理をしている。

１．属性

まずは８人の聞き取り結果を簡潔にまとめた一覧表を次貢に掲げておく。同表には「年齢」

「世帯構造」「法人・個人タクシーの経験年数」「現在の働き方」「売上と諸経費」「個タク以外

の世帯収入源や生活状況」「健康・身体状況」「規制緩和に対する意見や要求など」をまとめた。

年齢は，ｅ氏だけが40歳代と若く，ｃ氏・ｆ氏・ｈ氏は50歳代，残りの４人は60歳以上で

ある。個人タクシーの経験については，ｅ氏・ｈ氏が開業後まだ数年で，ｆ氏は10年未満，残

りは10年以上の経験がある。なおｃ氏・ｆ氏・ｈ氏は介護タクシー事業も行っており，そのう

ちｆ氏とｈ氏の世帯では訪問介護事業も行っている。

２．働き方，健康状態など

個人タクシーの働き方にみられる特徴の一つが裁量性の高さである。この点は，共通して８

人が個人タクシーのメリットの最たるものの一つとしてあげていた。幾つか紹介しよう（なお

個人タクシー開業の理由としてそのほかにあげられていたものは，定年がなく働き続けられる

こと，法人での収入の低さや労務管理のひどさ などである）。

６ ｈ氏：「（職場で売上が上位でありながら，借金をしてまでなぜ開業をしたのかという質問に対し

て―調査者）法人にいるのがもう，嫌で嫌で。法人というのはドライバーを人間と思っていないん
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表Ⅳ 1－1 ８人の聞き取り調査結果一覧表

年齢
家族

構造

法人，

個人
現在の働き方 売上と諸経費 個タク以外の世帯収入源や生活状況 健康・身体 規制緩和に対する意見や要求など

ａ
氏

60歳代

後半

妻と母 15年，

25年

流しても客がつかまらないので７，８年

前から駅待ちを中心。平日では，一日12，

13本の運行で，走行距離は120，130km。

一本当り800，900円。７時出宅，20時帰

宅，昼食のため帰宅するが食事をとった

らそく仕事に戻る。休憩はとらない。年

金をもらうようになってから少し余裕

のある働き方に。土日を休んでいる。

平成16年の売上は400万円。車両

240万円。燃料費は売上げの

10％。但し最近高騰のため12％。

組合費が年間で15万。店主給与

16万，専従者控除あり。中小企

業共済加入。自動車任意保険（以

下，任意保険）は年間10万円。

車両整備10万円。国保は約40万

円。

本人・妻・母の年金収入で合計約220

万円。売上げが落ちているとはいえ，

年金を受給しながらの就業なので生

活はなんとかなっている。但し母親が

入院しておりその病院代負担が大き

い。そのため，仕事は辞めるに辞めら

れない。

健診は年に１回受

診。高血圧（服用は

なし）。高齢ゆえ疲

れが残るように

なってきた。２，３

年前までは12月は

3,4時の帰宅もあっ

たがいまは20時に

は帰るようにセー

ブしている。

サービス開拓の余地は非常に小さい。ダンピ

ングが禁止されているのに法人のポイント制

はおかしいと思う。客からダンピングをもち

かけられることもあり断っているが，そうい

うダンピング合戦しかサービスの余地はない

ように思う。ゾーン運賃も利用者の混乱を招

くのでは。台数過剰で温暖化・違法駐車・渋滞・

危険運転を招いている。イギリスのような試

験を課すなどして社会的なステータスを高め

る必要がある。

ｂ
氏

60歳代

前半

妻と子

ども１

人

(フリー

ター）

20年，

10年

以前は朝早くの出庫。利用減で効率が悪

いので現在は13時半に出宅し25時に帰

宅。一日の本数は14，15本で，売上げは

1.2～1.5万円程度。客待ち中心。冬場は

120，130km。夕食のためいったん自宅に

戻った後は自宅近くの地下鉄駅で客待

ち。食事などを含め休憩は1.5時間。休日

は日曜祝祭日のみ。

平成16年の売上は400万円。経費

全体で150万。車両は250万円。

任意保険は16万円。店主給与20

万円。医療保険は年61万円（家

賃収入も加算のため）。組合費が

年30万円。

本人の厚生年金収入が170万円（国民

年金は65歳以降）。家賃収入あり（ア

パート経営）。あとは離職（会社都合）

しフリーターになった子どもの仕事

が決まれば安心できる。景気も悪いし

気力もなくなってきているので，２，

３年で辞めるかもしれない。

健診は年に１回受

診。コレステロール

値が高いが服用等

はなし。

これだけタクシーが増えて空車で走っている

現状はおかしいし浪費である。企業間競争・創

意工夫というが，かかる経費はほぼ決まって

いるので料金争い位しか競争手段はない。は

たからみると改善の余地がありそうにみえる

かもしれないが実際は困難。

ｃ
氏

50歳代

後半

妻と父 10年，

10年

出宅は８時半，帰宅は21時。昼食は自宅

で。約１時間の食事休憩。夕食は帰宅後。

就寝は23，24時。土日は休み。但し，土

曜日は顧客（約10人）からの仕事が入る

ことが多い。１日の本数は15～20前後。

売上げは1.2～1.5万円程度。仲間が中心

となり介護タクシーを実施。

平成16年の売上は約350万円。開

業時の売上げは現在の1.5倍は

あった。車両は230万円（８年

目）。経費節減のため車両整備・

メンテナンスなどは自分で行

う。任意保険は年30万円。国保

料は不明。

父の厚生年金。開業時に車庫などの整

備が必要だったため自宅を購入。残り

10年のローンがあるため生活は厳し

い。子どもが独立したから何とかなっ

ているが，ローンを払えば収入は残ら

ない。

健診は年に１回受

診。糖尿と尿酸値の

異常。糖尿は食事療

法で改善。

運輸局にいろいろ申し立てをしても，国の決

めたことという理由で最終的には押し切られ

る。現場の声は無視されている。最近ようやく

その見直しがじゃっかんみられるようだが，

現場にしてみればいまさらという思いがある

し，不十分。法人も個人も接客マナー・地理の

勉強など最低限のことをふまえて乗務が許可

されるべき。運賃は統一が難しいならばらば

らでも構わないが上昇の距離・幅は統一すべ

き。利用者が混乱する。介護タクシーを利用し

やすくして欲しい。要介護者の外出は介護予

防にもなると思う。

ｄ
氏

60歳代

前半

妻と子

ども１

人（就

学中）

10年，

15年

年金支給が開始され，かつ，早い時刻に

出宅しても利用がないため現在は就業

時間を短縮。出宅は15，16時，帰宅は平

日は25時半，金曜は27時頃（以前は９，

10時出宅，1.5～２時間の睡眠をとり再

出宅，26，27時まで乗務。毎日この繰り

返し）。１日の本数は平日は13本，金曜は

20本。走行距離にして100km強，200km。

現在は土日が休み。

平成16年の売上は320万円（働き

方を変えるまでは500万円）。車

両は７年目。任意保険は13万円。

組合費は17，18万円。店主給与

は以前は20万円，現在は15万円。

妻と子どもの控除額があるので

損益計算書上は利益なし。

本人の厚生年金（国民年金は65歳以

降）。子どももほぼ独立し，年金の受給

も開始されたので，40，50代の運転手

に比べれば「恵まれている」。

健診は年に１回受

診。幾つかの数値に

少々の異常がみら

れるが，治療・服用

が必要なものはと

くにない。

すすきののタクシーは過剰。悪質な業者は淘

汰されると言われていたがむしろ逆ではない

か。運転手もストレスがたまっているのか，運

転などが荒い行為がめだつ。利用者とのトラ

ブルになるため運賃は一律にしてもらいた

い。総台数はこれ以上増やすべきではない。

ｅ
氏

40歳代

後半

妻と子

ども４

人（就

学前・

中）。

20年，

数年

就業時間は非常に長い（休日が少ない）。

８時半から23時まで働く。食事は自宅で

とるが休憩はとらずそく仕事に戻る。１

日20～25本。休日は，法定上は月に２日

以上の取得が義務付けられているが，実

際には１日しかとっていない。12，１月

も仕事が忙しく年末年始に完全に休ん

だのは４日間程度。

平成16年の売上は約600万円。開

業資金の返済中。30人程度の顧

客あり。店主給与は22万円。車

両は240万円。任意保険は27，28

万円。組合費は30万円強。医療

保険は政管健保の継続で27，28

万円。

他の収入源はなし。開業に際しては私

的な生命保険などを解約して資金を

準備したほどであり，借金の返済が厳

しい。また扶養家族が多く，しかも子

どもが独立するのはまだ先のことな

ので長時間働かざるを得ない。

健診は受診せず。費

用負担と利用者へ

の対応ができなく

なるため。睡眠は５

～７時間。なかなか

寝付けない。家族と

過ごす時間も非常

に短い。

以前に勤めていた会社では運賃を下げたたた

め利用は増えたが，その分だけ他の会社の利

用は減った。全体の需要が増えたわけではな

い。また，乗務員が十分な教育を受けないまま

乗務を開始し大きな事故を起こしたりしてい

た。資格制度を設けたり教育訓練を充実する

べき。介護の仕事を行いたいがヘルパーの資

格をとるためには仕事を休まなくてはならな

い。何らかの助成があると有難い。

ｆ
氏

50歳代

前半

妻と子

ども１

人（就

学中）

10年，

10年未

満

介護タクシーを実施。介護の仕事は朝が

早い（７時台）ため夜遅くまでの乗務は

しない。但し介護の仕事は現金収入が遅

れるので週に３日は21，22時頃まで働

く。残り３日は18，19時には帰宅し，介

護の事務作業を行う。休みは日曜日の

み。但し介護の仕事で休みがとれないこ

とも多く今年の正月は１日も休みがと

れなかった。介護の仕事を始めてから完

全な休日が少なくなったほか食事（昼

食）を自宅でとることもできなくなっ

た。

（調査の際，同僚の運転手が同席

していたこともあり詳細が回答

されなかった－調査者）

訪問介護事業。売上は年々落ちてい

る。通院の乗降介助（100単位）だけで

は経営は成り立たない。介護の必要性

が言われているが，介護タクシーに対

する報酬はリスクの割には低いと思

う。但し介護タクシーのメリットとし

て固定客が得られる。

（不明―調査者） 単価が低い・リスクが高いなどの問題はある

が，ハイ・タク産業の先細りが必至な中で，法

人・個人を問わず介護タクシー事業に参加す

る事業者がもっと増えるべきだと思う。現状

では採算が合わないとはいえ将来性が期待で

きるし，実際，介護タクシーの必要性は痛切に

感じられる。もっとも，制度的には利用を抑制

する方向での内容の変更が続くなど国の福祉

切捨て策がみられ，先行きはたしかではない

が。

ｇ
氏

70歳代

前半

妻 15年，

25年

出庫は７時半，正午から15時位までの間

の２時間程度を自宅で休憩，19時半から

20時には帰宅。帰宅後食事。書類上は土

日を休みにしているが，実際には体力も

あるしじっとしていられないので休み

は少ない。１日１万円を稼げない。

平成16年の売上は245万円。売上

順位は組合のなかでも下位。店

主給与は12万円。車両は13年目。

整備は自分で行っている。組合

費は月に３万円。任意保険は８

万円。健康保険は年間12万円（免

除の適用を受けている）。

配偶者の就業収入（経費を除くと年間

で約60万円）。本人の厚生年金が約100

万円（国民年金は未加入）。住まいは

「ボロ屋」で，家賃は3.8万円。これだ

け売上が減ると嫌になる。

健診は受診してい

ない。体力には自信

がある。風邪をひく

こともないし「若い

者には負けない」。

酒を飲まない。就寝

時刻は早い。

規制緩和やいまの政治のあり方に強い憤りを

感じている。「小泉さんが北海道を壊した。」企

業も倫理観がない。各社が増車をかさねた結

果，自社の運転手が「食べていけなくなった」。

譲渡金もわずかとなった。

ｈ
氏

50歳代

後半

妻 15年，

数年

介護タクシーを実施。介護タクシーをは

じめてからは少し仕事もセーブしてい

る。午前中は介護の仕事を行い，午後は

15，16時から乗務を開始し，26時過ぎに

帰庫する。１日の本数は16，17本。法人

時代の顧客が現在も利用し続けてくれ

ているので助かっている（利用料も高

い）。休みは日祝祭日。

平成16年の売上は約600万円。開

業資金の返済中。顧客がいるほ

か，観光業務なども行っている。

諸経費を除くと400万円程度。任

意保険は24万円。私的な生命保

険が50万円。医療保険は政管健

保の継続（３人分で約30万円）。

訪問介護事業。法人時代，子どもの教

育費の捻出のために勤めていた会社

をやめて退職金を得たほどだったの

で，開業に際しては親族の預金を名義

だけ借りて開業。子どもが一応独立

し，ようやく教育ローンの支払いも終

了したが，開業資金などの返済はまだ

あるので生活は楽ではない。子どもの

独立を機に家賃の安い（月2.2万円）ア

パートへ移る。

高血圧で通院中。

数ヶ月前から薬を

服用。内臓脂肪が過

多（肥満）と診断。

運動をしたいが忙

しくてなかなかで

きない。疲れがたま

ることもあるが個

人タクシーの利点

を活用し出勤時刻

を調整して対応し

ている。

規制緩和で台数が増えて渋滞が生じている。

また，新人の運転手は稼ぐことだけを考えマ

ナーが悪く平気で交差点内で客待ちをしたり

所定の場所の付近で客をひろっていくなど問

題が多い。介護事業については，今後仕事を増

やしていく予定だが，介護タクシーよりも家

事援助の仕事を増やしていきたい。また，現在

は１人（１台）で対応しているので介護の仕事

もあまり増やせないが仲間を増やして事業を

拡大していきたい。
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さて，こうした裁量性の高さは，就業時間の位置（時間帯）や就業日・休日の位置を自由に

決められることを意味しても，就業時間の長さを自由に決められることを意味するわけでは必

ずしもない 。先の質問紙調査で確認したとおり個人タクシーの就業時間は総じて長い。とりわ

け，今日の不況のもとでは，「進んで」長時間働こうとするものさえみられる。８人の働き方に

ついては表 1－1にもまとめたが，ここでは６人の１週間の記録調査の結果を使って働き方を

検討してみよう（表 2－1。同調査の概要については「 ．調査の概要」を参照）。但し６人の

うち介護タクシーの仕事のウェイトが高いｆ氏には，一日の売上の代わりに介護事業に要する

作業時間を記録してもらった。睡眠に関する記録に不備があり不明な箇所も幾つかあるが，以

下，特徴をみてみよう。

第一に就業時間（表中，右端⑩）が長い。一週間の合計は，もっとも短いｂ氏でも50時間に

及び，ｅ氏・ｈ氏においては60,70時間に達している。ｅ氏の場合，個人タクシーの開業に要

した資金を返済する必要があったり扶養家族が多くて生活・養育費がかかるなどの理由で，１ヶ

月に２日（以上）という法定の休日日数もとらずに働いているのである。また同じく開業資金

を返済中のｈ氏も就業時間は長い日は15時間を超えている。そしてｆ氏の就業時間も（表

2－1②），いわゆる就業時間（表中⑩）だけで週60時間で，さらに介護保険業務に関する事務

作業を加えると（表中 ）70時間に達する。但し，こうした長時間就業であっても，質問紙調

査結果でもみたとおり，法人タクシーと異なり売上に対する会社からのプレッシャーがなく，

焦りを感じる比率が相対的に低かったことは彼らの作業負担を検討する際に確認しておきた

い 。

ですね。消耗品と思っているんですよ。管理者が，堂々とそう言いますからね。「あんたたちを人間

とは思っていない」と。「嫌だったらいつでもやめてください，代わりはなんぼでもいますから」っ

て。そういう態度ですから。そして休みのときは，忙しいと「でてくんないかい」って言うし。日曜

日が休みでもそう言われればでなきゃならない。そして，忘年会シーズンの12月の一番忙しい金曜

日は休みになっていたりとか，こんなんじゃやってられないですよね。」

７ ｂ氏：「（個タクのメリットについて尋ねたところ―調査者）時間の調整をできるっていうところ

はいいですよね。ただ，個人タクシーを希望する後輩に対して言うのは，個人になったからといっ

て楽はできないよと。かえって法人の運転手よりも時間の長さはきついかもしれないって。ただ時

間の調整が自分でできるっていうことがね，ひとに拘束されない，気楽さっていうか。」

８ ｂ氏：「（個タクは事故が少ないのかという質問に対して―調査者）法人の場合は使われている立

場ですから，売上がかかっていますよね。われわれは事故をおこさないのが一番だっていうことで。

ａ氏：昔からよく言うでしょ，すまじきものは宮仕えかなって。だからよく女房にも言って笑うんだけれども，

もしこれが会社に勤めていてこれだけの長時間労働を会社から「やれっ」て言われたら絶対しないだろうなっ

て，文句言うだろうなって。

ｂ氏：やはりまあ，時間の制約の問題ですかね。ひとなみに，夜に働かないで夜に寝ることができると。そし

てあとですね，お盆ですとか正月休みが自分で自由にとれると。それがまあ一番の魅力っていいますかね。

ｄ氏：私が一番感じたのは，収入の面もたしかにあったんでしょうけれども，会社にしばられない，時間的に

しばられないこと。これが一番すばらしいこと，いまでもそう思っているんですけれどもね。
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表Ⅳ 2－1① f氏を除く５人の一週間の記録調査結果

①起床時

刻

② 睡 眠

（夜眠）時

間（⑧－

①）

③出庫時

刻

④帰庫時

刻

⑤休憩・

仮眠時間

⑥総走行

距離

⑦売上高 ⑧就寝時

刻

⑨出庫～

帰庫時間

（※休憩含

む。④－③）

⑩就業時

間（休憩

除 く 。

⑨－⑤）

時分 時間 時分 時分 時間 km 円 時分 時間 時間

月 就業 10：00 11.5 15：00 1：00 1.5 128 10940 1：40 10.0 8.5

火 就業 10：00 8.3 14：00 0：50 1.5 110 15890 1：45 10.8 9.3

水 就業 10：00 8.3 13：30 1：20 1.5 107 13240 2：00 11.8 10.3

木 就業 10：00 8.0 14：30 0：30 1.5 84 10090 1：30 10.0 8.5

ｂ氏

１月17日

～

１月23日

前日

22：30就寝

金 就業 10：00 8.5 15：00 1：15 1.5 88 14130 2：00 10.3 8.8

土 就業 10：00 8.0 15：00 20：10 0.0 47 4630 22：30 5.2 5.2

日 休日 10：00 11.5 22：30 0.0 0.0

計 64.1 7.5 564 68920 58.1 50.6

木 就業 7：00 7.8 9：00 21：00 0.5 146 18190 23：30 12.0 11.5

金 就業 7：20 7.8 9：00 20：30 0.7 141 17540 0：00 11.5 10.8

土 休日 不明 不明 不明 0.0 0.0

日 休日 不明 不明 不明 0.0 0.0

ｃ氏

２月３日

～

２月９日

前日

23：15就寝

月 就業 7：00 不明 9：00 21：15 0.5 130 15260 23：30 12.3 11.8

火 就業 7：10 7.7 9：00 20：55 0.3 160 18410 0：00 11.9 11.6

水 就業 6：50 6.8 9：00 22：15 0.5 151 19690 0：00 13.3 12.8

計 不明 2.5 728 89090 60.9 58.4

月 就業 8：15 10.6 9：20 0：10 3.0 131 15080 1：50 14.8 11.8

火 就業 10：35 8.8 17：05 1：10 0.0 116 16080 2：45 8.1 8.1

水 就業 9：40 6.9 16：20 1：10 0.0 92 12800 3：20 8.8 8.8

木 就業 10：50 7.5 17：10 1：00 0.0 97 12630 2：15 7.8 7.8

ｄ氏

１月24日

～

１月30日

前日

21：40就寝

金 就業 10：30 8.3 16：35 2：15 0.0 179 20040 3：45 9.7 9.7

土 就業 10：15 6.5 18：00 0：20 0.0 84 10900 1：30 6.3 6.3

日 休日 11：10 9.7 21：30 0.0 0.0

計 58.2 3.0 699 87530 55.6 52.6

月 就業 7：30 8.5 9：30 23：00 1.0 160 20000 0：30 13.5 12.5

火 就業 6：30 6.0 7：05 0：30 6.0 151 17860 1：30 17.4 11.4

水 就業 8：00 6.5 10：50 23：40 1.0 161 20650 1：30 12.8 11.8

木 就業 10：00 8.5 12：00 22：45 1.0 131 17850 1：30 10.8 9.8

ｅ氏

２月28日

～

３月６日

前日

23：00就寝

金 就業 8：30 7.0 14：00 0：00 1.0 151 17440 1：20 10.0 9.0

土 就業 7：45 6.4 8：00 18：35 3.0 113 7560 21：30 10.6 7.6

日 休日 不明 不明 不明 0.0 0.0

計 不明 13.0 867 101360 75.1 62.1

月 就業 8：00 6.5 8：30 1：00 1.0 185 20530 1：30 16.5 15.5

火 就業 7：15 5.8 7：30 2：30 10.0 139 14370 4：00 19.0 9.0

水 就業 9：00 5.0 10：00 2：23 1.0 249 33230 3：30 16.4 15.4

木 就業 8：30 5.0 8：45 3：02 3.0 195 26070 3：45 18.3 15.3

ｈ氏

３月14日

～

３月20日

前日

1：30就寝

金 就業 8：45 5.0 9：00 1：13 4.0 149 24290 2：00 16.2 12.2

土 就業 10：15 8.3 15：00 2：35 5.0 161 19410 4：00 11.6 6.6

日 休日 8：50 4.8 不明 0.0 0.0

計 40.3 24.0 1078 137900 98.0 74.0
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なおこの記録調査ではタクシーに乗務した時間だけが就業時間として記録されているが，実

際には休みの日にも車両の整備作業などの付帯作業が行われており実際の就業時間はその分だ

け長いことも付け加えておく 。

第二に一週間という期間内でも出庫時刻や就業時間の長さに日によってバラつきがみられ

そのへんの個人と法人との考え方の違いですよね。私も21年いましたけれども，法人は売上が悪い

とあがっていってから説教ですからね。もしくは勤務する前に呼ばれて。」

９ ｃ氏「（休日の過ごし方を尋ねたところ―調査者）日曜日は，いまは冬だからクルマのメンテナン

ス，ジャッキをあげてどうのこうのっていうところまではしませんが，クルマの清掃ですか。マッ

トをはがして，ガススタンドにもっていって，洗車をしながら，ゴミをとってって。だから完全に

休みっていうのははっきりいってありません，ほとんどないんじゃないかな。自分で時間をつくれ

るけれども，つくれるようであってつくれないっていうか。クルマになんらかのかたちでかかわっ

ていて。（中略）だからもう完全に旅行に行っちゃうとか。１週間なら１週間，完全に仕事から離れ

るということでもしないと，自宅にいると，365日のうち360日はなんだかんだいってクルマにたず

さわっていますよね。」

表Ⅳ 2－2 疲労の回復状況

ｂ氏 いつも持ちこしている

ｃ氏 持ちこすことがときどきある

ｄ氏 持ちこすことがときどきある

ｅ氏 いつも持ちこしている

ｆ氏 持ちこすことがときどきある

ｈ氏 いつも持ちこしている

表Ⅳ 2－1② f氏の一週間の記録調査結果

①起床

時刻

②睡眠

（夜眠）

時 間

（⑧－

①）

③出庫

時刻

④帰庫

時刻

⑤ 休

憩・仮

眠時間

⑥総走

行距離

⑦介護

保険事

業にか

かわる

事務作

業

⑧就寝

時刻

⑨出庫

～帰庫

時 間

（※ 休

憩 含

む 。

④ －

③）

⑩就業

時 間

（休 憩

除く。

⑨ －

⑤）

全就

業時間

（付 帯

作業時

間を含

む 。

⑩ ＋

⑦)

時分 時間 時分 時分 時間 km 時間 時分 時間 時間 時間

月 就業 6：50 7.6 7：30 22：10 0.7 75 0.0 23：50 14.7 14.0 14.0

火 就業 7：00 7.2 7：35 17：10 0.7 110 2.0 23：50 9.6 8.9 10.9

水 就業 6：40 6.8 7：20 18：40 0.8 70 2.5 0：00 11.3 10.5 13.0

木 就業 7：00 7.0 7：35 17：50 0.7 95 2.0 23：50 10.3 9.6 11.6

ｆ氏

２月７日

～

２月13日

前日

23：15就寝

金(祝)就業 7：00 7.2 7：35 18：40 2.0 50 2.0 23：50 11.1 9.1 11.1

土 就業 7：20 7.5 7：55 17：30 1.5 90 1.0 23：50 9.6 8.1 9.1

日 休日 8：30 8.7 2.0 23：50 0.0 0.0 2.0

計 51.9 6.3 490 11.5 66.5 60.2 71.7

注１：５,６日目は連休のため休憩が長い（但し６日目は契約の仕事があったので走行距離は長い）。

注２：２日目の走行距離が長いのは高速道路を使用したため。

注３：請求書送付の関係で⑦の作業が重なったため，帰庫時刻の早い日が多い（以上は，ｆ氏本人のコメント）。
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る。とくに，利用状況の悪い土日は就業時間が短かったり休みになっている。この点は裁量性

の高さが反映された結果といえるだろう。

第三に，睡眠時間が長めにとられているケース（ｂ氏）の一方で，長時間の就業のために睡

眠時間の短いケースがみられる。表中に記している睡眠時間は就寝時刻と起床時刻から算出し

た夜眠の時間だけなので，これに日中の仮眠が加わるわけだが，夜眠時間だけでみると，例え

ばｅ氏の睡眠は6.0～8.5時間，ｈ氏は4.8～8.3時間という短さである（しかもｈ氏の週の夜

眠時間は合計で40.3時間にとどまる）。

ここで，一週間の記録を終えた段階で回答してもらった「疲労の回復状況」をみてみよう（表

2－2）。質問紙調査（表 4－3参照）と同じく四区分で尋ねたところ，ｂ氏と借金を抱え長

時間の就業を選択しているｅ氏・ｈ氏の三人は疲労の回復が遅れている。

ところで，個人タクシーは裁量性が高いということを繰り返してきたが，一台で営業をしな

ければならない個人タクシーの場合には，顧客をもつことで法人タクシーとは異なる負担が加

わる場合もある。ｅ氏がその例だ。こうした仕事の忙しさは健診を受診しない理由のひとつに

もなっている 。

３．売上

現在の年間売上高は一覧表（表 1－1）にまとめたとおりである。最も低いのは70歳代のｇ氏（245万

円）で，最も高いのは開業後数年のｅ氏とｈ氏（各600万円）で，残りは320～400万円である。

特徴の第一は，法人から移って間もないｅ氏とｈ氏を除く全員が共通して売上が年々減少し

てきていることである。例えば図 3－1は損益計算書からまとめたｄ氏の過去約10年の売上

10 ｅ氏：「（健診を受診しない理由を尋ねたところ―調査者）というのはやはりあの，電話をいただ

いて，「来てください」というお客さんに負担をかけたくないためと，一日なり半日なりをあけてし

まうと収入が減るじゃないですか。収入面とお客さんに対応できない面と，ふたつですよね。」なお

今回の聞き取り対象の多くは健診を受診していたが，業界全体でみると検診の受診率はやはり低い

ようである。例えばｄ氏曰く，「（体が資本という理由で個タクは健康に配慮するひとが多いのでは

ないかという質問に対して―調査者）いや，先生はそう思うかもしれませんけれどもね，個々によっ

て違うと思いますよ。全然病院に行かないひともいますよ。だからなんていうんですか，個人タク

シーのひと，病院行って急に動かなくなっただとか，要するに健診に来ないひとが結構いるんです

よ。だから急に悪くなって運ばれたけれども，ふだん何もしていないから，もう手遅れって。だか

ら毎年いますよ，病院に運ばれてそのまま終わりになるひと。なんでこんなになるまで来なかった

のって。」

ｅ氏：はらたいらのあれじゃないですけども，更年期障害のようなもので気分が面白くないときはやっぱりあ

りますよ。年のせいもあるけど，そうですね，問題っていうか原因は一ヶ月に一回ぐらいしか休めない。いつ

電話がかかってくるかわからない。電話恐怖症みたいな感じですよね。じゃあ電話をオフにしてしまえばいい

じゃないかって言われるかもしれませんが，なかなか法人時代と違って，本当に大切な30人のお客さんじゃな

いですか。それをむげにできないっていうか。
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の推移である（平成３年と５年のデータが欠如している。図では，諸経費と，売上から諸経費

を除いた所得とに区分している）。ピークの平成４年には売上は540万円だったが，12年には

400万円にまで減少している（13年の大きな減少は年金の支給が開始されたことなどで働き方

をセーブし始めたことによる）。聞き取りでは，バブル期には700,800万円位の売上があげられ

たという 。

特徴の第二は，とはいえ法人タクシーに比べると「まだマシ」であるということが共通して

聞かれた。繰り返すとおり，個人タクシーの資格要件の一つは一定の資金を有していることで

ある。それゆえ，不況で売上げが減少しているとはいえ，法人タクシーに比べると生活が安定

していることが示唆された。この不況下で開業したｅ氏・ｈ氏も，法人タクシー時代よりも収

入は増えたという。もっとも，その高額の売上は法人時代よりも長い就業時間と引き換えに得

られたものであるが。

関連していえば，売上が非常に厳しくなったタクシー業界の現状を考慮すると，今後開業に

いたる個人タクシーの場合，家計にゆとりのある層だけとは必ずしも限らない ，言い換えれば

11 ａ氏：「（売上の最盛期はという質問に対して―調査者）バブルの後半くらいでしょうかな，昭和

62，63年くらいじゃないですかね。その当時は700万近くあがっていたからねぇ。700万から750，

760万くらいいってたんじゃないかな。12月の１ヶ月だけで100万をこえていたからね。」

12 例えば，ｅ氏は，法人タクシー時代には，公休日の出勤はむろんのこと明け日も出勤していたほ

図Ⅳ 3－1 d氏の売上の推移

注１：平成３年と５年のデータは欠如。

注２：平成13年から年金支給が開始されたこともあり働き方をセーブ。

注３：諸経費には「店主給与」「専従者給与」「青色申告控除」などは含まない（文字通りの経費のみ）。
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それだけ長時間の就業を選択する層の増えることも予測される。

４．諸経費の内容

先述のとおり，個人タクシー事業を営む上

では様々な経費がかかる。その規模と内容を

みていこう。

表 ４－１はｂ氏（左）とｃ氏（右）の損

益計算書から作成したものである。対象者が

特定されることを避けるため比率（対売上高

比）でまとめた。この年の両者の売上高は約

400万円である。

ところでここで注意すべきは，この表で費

用としてまとめられているもののうち「店主

給与」として計上されているのは，先に質問

紙調査の結果でみた「所得」に該当するもの

である。またｂ氏の場合は計上されていない

が，「使用人給与」というのもいわゆる一般的

にいう経費とは異なるものである（なお売上

高に占める「店主給与」比率はｂ氏で60％弱，

ｃ氏の場合は「使用人給与」と合計すると

70％を占めている）。

では残りの文字通りの費用についてウェイ

トの高いものをとりあげると，ｂ氏の場合，

「燃料費」が7.5％，「車両減価償却費」が

か，タクシー以外の仕事を兼業で行ってもおり，売上は職場で上位だったがそれでも年収（税込み）

で400万円で，個タク開業時には資金の不足から生命保険などを全て解約している。またｈ氏の場

合は，法人時代に，子どもの教育費の捻出が困難となりいったん退職をしそこで得た退職金を教育

費にまわすということも経験しているほか，個タクを開業する際には，資金がなかったために親の

預貯金を名義上借りて金融公庫から資金を借りて事業を開始している。また子どもの独立にあわせ

て家賃の安い住宅に引越しをしている。

表Ⅳ 4－1 b氏及びc氏の平成15年の損益計算書

単位：％

ｂ氏 ｃ氏

．収益 100.0 100.0

運送収入 100.0 100.0

その他の収入

．費用 100.8 107.9

店主給与 58.5 45.0

使用人給与 25.0

水道光熱費 2.6 1.2

備消品費 0.4 2.2

燃料費 7.5 9.1

車両修繕費 1.5

その他修繕費

車両減価償却費 14.3

その他減価償却費 0.5 2.7

賃借料

交際費 1.2 2.0

通信運搬費 0.4 2.7

図書印刷費 1.0

事故賠償費

保険料 5.3 7.3

租税公課 0.5 0.5

金融費用 1.0

諸負担金 4.3 4.6

その他費用 3.1 2.9

支払手数料，旅費交通料 0.2 0.3

．当期利益 ▲0.8 ▲7.9

注：比率は対売上高比。

ｅ氏：「（生活苦で兼業を行っている法人タクシーの事例について話したところ－調査者）私も，ガス屋さんの

ダンプの運転手なり，いろいろなことをやっていましたね。今日はタクシーに乗り，翌日はダンプに乗り，い

ろんなことをやっていました。交互にやっていて，いったい自分はいつ寝ているんだろうって。（中略）相手方

もかなり，不定期で，電話一本でなんとでもなるというような，い
﹅
い
﹅
と
﹅
こ
﹅
ど
﹅
り
﹅
でお互いうまくかみあったんで，

そこでうまいぐあいに仕事をさせてもらっていましたけれどもね，もうからだはぼろぼろでしたね。」
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14.3％，「保険料」（自動車保険料）が5.3％で，この三つの費目だけで売上高の30％弱を占め

る（車両の減価償却が済んだｃ氏の場合は「燃料費」と「保険料」で計16.4％）。聞き取りによ

れば，これらのうち，「燃料費」は以前は売上の８～10％程度だったが，燃料費の高騰で現在は

12％程度になるとのことである。また「保険料」は，無事故を毎年続けていれば安くなるが，

加入当初は30万円弱からスタートするとのことである。これら三つのほかにも，協同組合に支

払う組合費（「諸負担金」）のウェイトも小さくない。

ここで，先にみたｄ氏の損益計算書を使い，経費全体（「店主給与」「使用人給与」「控除」は

除く文字通りの経費全体）が売上高に占める比率と，主たる経費（「減価償却費」「保険料」「燃

料費」「車両修繕費」）が売上高に占める比率の推移をまとめてみた（図 4－1）。前者について

みると，減価償却のほとんどない年（平成９年）にはその値は30.0％程度にまで低下している

が，70万を超える減価償却費の発生した11,12年は45～50％に達している（13年の経費比率の

高さは働き方をセーブしたことによる）。車両費のこうした負担の大きさゆえ，表 1－1の「売

上と諸経費」にも示したとおり，車両を長期にわたり使用しているものは多い（例えば最長の

ｇ氏は13年目）。

最後に，こうした売上の低下にともない，運転手間の競争の熾烈化・労働強化，健康状態の

悪化，さらには「消費者（利用者）のため」という規制緩和推進論者の主張にも反する安全へ

の否定的な影響など様々な問題状況の発生していることが指摘されたことを述べておく（表

1－1及びp143以降の資料②自由回答も参照）。

図Ⅳ 4－1 d氏の経費（対売上高比）の推移

注：主たる経費は，「減価償却費」「保険料」「燃料費」「車両修繕費」の合計。
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Ⅴ．まとめに代えて

わが国の交通政策では公共交通の整備が軽視されモータリゼーションが強力に展開されてき

た。その間に交通事故による死傷者をはじめとする多くの犠牲をうみながらもその流れは基本

的に継続し今日に至る。そしてその経験は根本的には省みられることなく逆に交通政策にも市

場原理の考えがとりこまれていき，タクシー事業では2002年に本格的な規制緩和が導入される

にいたった。政府はそのメリットを高く試算しているが，当初のシナリオと異なる様々な問題

の生じていることが関係者から指摘されている。本稿では，個人タクシー運転手を対象にして

その状態悪化をみてきた。本調査で明らかになったのは以下のとおりである。

① 就業時間が長い。法人タクシーに比べると裁量性が高く，就業の時間帯や就業・休日の位

置を決定する余地が大きく，そのことは個人タクシーのメリットとして強く意識されてい

た。また法人タクシーのような，売上に対する会社からの重圧がない点も，個人タクシー

の働きやすさを示すものといえよう。しかしながら就業時間自体は，生計費負担の大きい

層を中心に，長い。記録調査では一週間の就業時間は最も短いケースでも50時間，長いケー

スでは70時間台に達していた。後者の場合，いわゆる過労死の新認定基準で示された，業

務と発症との関連性が強いとされる労働時間の長さ に匹敵する。今後，競争圧力が増せば

就業時間の延長の衝動は生計費負担の大きい層を中心に増すと思われる。本人の生活・健

康はもとより安全の視点からも，雇用運転手に対する「告示」のような規制の存在が必要

ではないか。

② 収入が低い。自営業者の売上や諸経費の内容などの把握は雇用労働者に比べて難しいこと

を念頭におく必要はあるとはいえ，まず回答された売上は平均で400万円台だった。この

値は法人タクシーの年収よりも高いとはいえ，燃料費や自動車保険料，車両の償却費など

13 新認定基準では，月100時間を超える時間外労働あるいは発症前２～６ヶ月間に１ヶ月当り80時

間を超える時間外労働の場合，業務と発症との関連性が強いとされている。

ａ氏：結局これだけ供給が過剰になると，小さなパイをみんなでつつきあうわけでしょ。だから早いものがち

なんですね。早いものがちっていうことは当然信号無視もでてくるだろうし，スピード違反もでてくるでしょ

うしね。昔はまだね，ルールみたいなものがありましたよね。あおったり，割り込みは極力しないって，まあ

これは人間性の問題かもしれないけどもね。いまはもう前に車いたら抜けっていう感じで，先にいかなきゃだ

めだって。だからこうして並行して走っていても，こっちにお客さんがいたら，こっちが加速してぐいっと前

にはいっていくでしょ。われわれならかわせるけれども，一般のひとならぶつかっちゃうでしょ。

ｄ氏：（規制緩和で－調査者）むしろあべこべに，サービスがよくなるなんてことはないんじゃないでしょう

か。かえって悪くなるんじゃないでしょうかね，法人さんでもそれなりの売上目標を考えてやるわけでしょ。

だからわれわれ，地下鉄なんかに並んでいると，もう法人の運転手さんは，それこそ私の目から見ているから

なのかもしれないですが，すごくいらだっていますよ，もう。常時，イライラしているっていうか，「早く行け」っ

て。こっちはお客さんが乗らないと出発できないのに，空ぶかししてみたり，それこそストレスがかなりたまっ

ているんじゃないですかね。
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を除くと，手取りとして残る部分はそう多くはない。損益計算書から求めた売上に占める

経費全体のウェイトは低いときでも30％，減価償却時には50％弱に及んだ。もちろん一方

で600万円近い売上をあげているケースもみられるが，それは著しく長い就業時間と引き

換えに得られたものである。但し，法人タクシーに比べると，ローンの支払いが済んでい

ないとはいえ「持ち家」の比率が高いこと，一定の開業資金を保有していることが資格要

件になっていることもあり，年金受給者を中心に家計は相対的に安定していると思われる

こと，言い換えれば法人タクシーの家計の厳しさが示唆された。

③ 社会保険料や諸税の負担が大きい。まず国民健康保険の保険料が高い。そのためさいきん

国保の保険料の滞納経験があるという回答者は全体で20％に及び，短期保険証あるいは資

格証明書を使用しているものは８％を占めた 。また全体の半数が保険料の負担が「非常に

厳しい」と回答している。そして，表 3－9で確認したとおり，同じ収入規模（400万円）

で国保・国民年金加入の雇用労働者世帯と比較した場合でも，社会保険料・諸税負担が収

入に占めるウェイトは自営業者世帯で高く，前者で21.2％であるのに対して後者では

27.7％だった。

④ 健康状態が悪い。他産業の労働者と比べて，仕事で強い疲れを感じているもの・疲労の回

復が十分でないもの・各種の持病が高い割合でみられた。持病に関しては，過労死の基礎

疾患である「高血圧」とその促進因子である「糖尿病」や「高脂血症」が多いこと，「胃腸

病」「腰痛」「眼精疲労」「老眼」など運転作業との関連が強い疾病が確認された。もっとも，

法人タクシーと比べると，疲れの度合いや疲労の回復の遅れは法人タクシーでより高く，

個人タクシーの相対的な裁量性の高さ，言い換えれば法人での働かせ方や労務管理上の問

題が示唆される結果だった。なお，あわせて，健康管理の問題が確認された。すなわち自

営業者である個人タクシーの場合，雇用労働者のような毎年の健康診断が義務付けられて

いないために健診の受診状況が悪かった 。先送りにされてきた運転労働者の労働衛生の

確立という課題が，今日の規制緩和による競争の促進でいっそう後退していることが自由

回答からもうかがえる。

以上のとおり，法人タクシーと比べると働き方での裁量性の高さなど相違はあるが，規制緩

14「負担増 治療にためらい」『朝日新聞』2005年８月１日付は，国保保険料を滞納している者が保

険証を返納させられ代わりに「資格証明書」を交付されるケースが増えていることを報じている。

背景には不況で保険料が支払えなくなったことだけでなく滞納世帯に対する資格証明書の交付が義

務付けられたこと（制裁措置の強化）がある。同記事に掲載の厚労省資料によれば，2004年の保険

料の滞納世帯率は約19％に達し（98年から約３ポイント増），資格証明書の交付数は30万件に急増

している（交付が義務化された2000年の３倍以上）。

15 全商連による調査でも医師からの休養の勧めを無視して働く（働かざるを得ない）会員の姿が示

されているほか，会員の共済情報の分析結果でも初診から死亡に至る期間が極めて短いという結果

が示されている。すなわち，ある月の死亡弔慰金を支払ったケース（142件）を分析したところ，初

診から半年以内の死亡者が全体の４割を占めていた（全商連『実態調査（98年）報告集』より）。
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和のもとでの就業（労働）・生活・安全衛生の悪化は法人タクシーにも個人タクシーにも基本的

には共通したものといえよう。こうした状況で事態はどう推移してゆくのだろうか。今年に入っ

て最低車両台数規制の撤廃と運行管理者制度の緩和こそ見送られたとはいえ，規制緩和推進と

いう政府・規制改革会議のスタンスには大きな変化はない。

だがその一方で，関係者の運動の成果もあり，タクシー業界における規制緩和の弊害がマス

コミでとりあげられるなどの流れもうまれている 。また国交省・厚労省が，不十分ながらもタ

クシー運転手の労働環境の改善に乗り出した のもタクシー業界の混乱という事態を放置でき

なくなったためといえよう。そうした動きも追い風にして，タクシー運転手・労働組合による，

国を相手取った訴訟や，規制緩和の是正を求める労使の共同行動が展開されている。

もっとも，今回の調査対象である個人タクシーの場合も含め，規制緩和に対する批判が組織

的な行動に直結しているわけでは必ずしもない。また，現行の規制緩和路線のもとでは消費者

と労働者とが分断・対立させられる構図になっており，実際，タクシーの過剰を背景に利用者

からはダンピングがもちかけられることも少なくない状況にあるという（聞き取り）。だがわれ

われは，安全を軽視した経済のあり方や企業経営が国民・利用者に多大な犠牲をもたらすこと

をこの間の事故で経験している。市場原理を基調とした交通政策が諸階層に犠牲を拡大する中

で関係者の運動がどういう展開をみせるのか，機会をあらためて検討したい。
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